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射水市総合計画見直し方針 

 

１ 現射水市総合計画について 

総合計画は本市のまちづくりの指針となるものであり、市勢の伸展や市民生活のさら

なる向上を目指すため、平成２０年３月に策定し、目指すべき将来像「豊かな自然 あ

ふれる笑顔 みんなで創る きららか射水」の実現に向け、計画に盛り込んだ施策を着

実に推進している。 

（1）計画の期間 

平成２０年度から平成２９年度までの１０年間 

（2）計画の構成 

① 基本構想 

   射水市の特性、魅力、広域的な位置付けを整理し、長期的な視野に立ち、将来の都

市像やまちづくりの基本目標とその実現に向けた施策の大綱を示す。 

② 基本計画 

基本構想で示した都市像、まちづくりの目標及び施策の大綱に従い、施策の体系化

を行い、現況と課題を整理しながら施策の方向を示す。 

③ 実施計画 

基本計画で定める施策体系に基づき、財源的な裏付けがある具体的な事業の年次計

画等を示す。 

 

２ 見直しの必要性について 

  計画策定から５年が経過し、社会経済情勢等が大きく変化していることから、新たな

課題に適切に対応するため、これまでの取組の成果を検証し、新たな施策の方向性と目

標を定めるため、総合計画の見直しを行う。 

（1）見直しの視点 

① 人口減少の加速 

⇒人口減少が計画策定時の見通しを上回っていることから、人口フレームの見直しを

行い、関係する各種施策を推進し、人口の維持・増加等に努める必要がある。 

② 社会経済情勢の変化 

  ⇒長引く景気の低迷による市税収入等の減少により、今後も厳しい財政状況が続くこ

とが予想される。また、東日本大震災を踏まえ、防災・減災対策の強化や新たなエネ

ルギー施策の展開などが求められている。 

 

 

資料２ 
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③ 新たな社会資本の整備（新湊大橋の開通や北陸新幹線の開業等） 

⇒新しい地域資源を既存の様々な地域資源と融合させ、活力あるまちづくりを推進す

るとともに、交流人口の拡大を図る必要がある。 

④ 合併特例事業債の発行期間の延長 

⇒東日本大震災の影響を考慮して、発行期間が１０年間から５年間延長されたことか

ら、健全な財政運営の観点からも、引き続き有効に活用する必要がある。 

 

３ 見直しに当たっての考えについて 

（1）計画の期間 

計画の期間を平成２６年度から平成３５年度までの１０年間とする。 

ただし、基本計画、実施計画については、社会経済情勢等に応じて見直すものとする。 

（2）見直しの範囲 

   市民ニーズ実態調査の現状認識において、住み心地が良いと感じている市民が８割

以上占め、かつ前回（平成２２年６月実施）及び前々回調査（平成１８年７月実施）

結果を上回っていることから、現基本構想のうち「将来像」及び「基本理念」につい

ては、施策の継続性を図る観点からも、これを踏襲するものとし、主に上記に示した

４つの視点から「時代の潮流」及び「まちづくりの主要課題」を検証した上で、施策

の大綱を見直す。これに伴い、基本計画の「将来の姿」、「現況と課題」、「目指す方向」、

「施策」についても必要な見直しを行う。 

（3）見直しの手法 

① 見直し時点までの計画の進捗状況等（実施計画事業等の進捗状況、射水市政検証

懇談会の結果）を踏まえる。 

② 市民ニーズ実態調査の結果など市民ニーズに対応する。 

③ 今後も厳しい財政状況が予想されることから事業の重点化を図る。 

（4）重点政策の設定 

特に優先的・重点的に取り組む政策項目４つを「○○重点政策プロジェクト」と位

置付け、計画的に推進することとし、政策体系を超えて、各事業を横断的・一体的に

取り組むことにより、事業効果を高める。 

 ① 人口減少・少子高齢化に対応したまちづくりの推進 

    本市においては、これまで「子育てするなら射水市」を掲げ、中学生３年生まで

の医療費助成や保育料の第３子以降の無料化など、子育て支援・少子化対策の充実

に取り組んできている。他の定住対策とともに総合的な人口増対策を実施し、人口

減少の抑制を図る。また、高齢者が元気に安心して暮らせるシステムを作り上げ、

地域全体で支え合う体制を整備する。 
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② 地域資源を活かした活力あるまちづくりの推進 

新湊大橋の開通や北陸新幹線の開業（平成２７年春）、さらには、伏木富山港（新

湊地区）の総合拠点港の選定などにより、物流や交流人口の拡大が見込まれること

から、機を逸することなく、これら効果を最大限に活かし、地域公共交通体系の見

直しやにぎわいの創出、産業の活性化を図り、本市の発展につなげる。また、高等

教育機関の学生など若者の力を生かした施策を推進することにより、魅力ある地域

社会を創出する。 

③ 災害に強いまちづくりの推進 

東日本大震災の教訓を踏まえ、引き続き、学校やコミュニティセンターなどの公

共施設や橋梁の耐震化を推進するとともに、近年、多発するゲリラ豪雨対策など総

合的な防災対策を推進し、安全・安心の確保を図る。 

④ 環境にやさしいまちづくりの推進 

    本市の豊かな自然を将来へ引き継いでいくためにも、地球温暖化などの地球規模

の環境問題に向けて積極的に対応する必要がある。 

    特に東日本大震災での福島第一原子力発電所の事故を機に、再生可能エネルギー

への関心が高まっていることから、その導入・活用に向けた取組を推進する。 

    また、全国豊かな海づくり大会の開催等を契機に、一層の環境意識の啓発を図る。 

 

４ 計画策定の体制について 

（1）射水市総合計画審議会 

   射水市総合計画審議会条例（平成１７年条例第１７号）に基づき、射水市総合計画

審議会を置き、市長の諮問に応じて必要な事項を調査審議する。 

（2）射水市総合計画策定調整委員会（庁内組織） 

   総合計画の原案等の作成を行うため、副市長を委員長とする射水市総合計画策定調

整委員会を設置する。 

 

５ 市民参加の方法 

  市民との協働、市民の視点に立った施策の展開を進めるため、総合計画審議会に各種

団体の委員のほか、公募委員を加えるなど、市民が直接意見を述べたり、提言したりす

る機会を設ける。 

また、平成２４年７月に実施した市民ニーズ実態調査結果を十分に踏まえるとともに、

市広報やホームページ等による審議状況の公表やパブリック・コメントの実施など市民

の意見の把握に努める。 
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基本計画 

射水市総合計画全体体系図（案）について 
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重点的・優先的に取り組む政策『○○重点政策プロジェクト』 

施策の体系を超えて、横断的・一体的に取り組む。 

１ 人口減少・少子高齢化に対応したまちづくりの推進 

２ 地域資源を活かしたまちづくりの推進 

３ 災害に強いまちづくりの推進 

４ 環境にやさしいまちづくりの推進 

い の ち 

交   流 

協   働 

 

まちづくりの基本方針（５方針） 

 

１９政策 

【本市を取り巻く状況の変化】 
・人口減少と少子高齢化の加速 

・社会経済情勢の変化（長引く景気の低迷、東日

本大震災の発生） 

・新たな社会資本の整備（新湊大橋の開通・北陸

新幹線の開業等） 

・合併特例債の発行期間延長 


